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達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

１　子どもが笑顔で育つまち　－　（１）子どもの成長を支える教育・保育の提供　-　①幼児期の教育・保育の体制整備

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

1
保育所（園）等の運
営

保育を必要とする子どもに安定した保育を提供し、子どもの年齢に応じた教育・
保育を行う幼稚園、保育所及び認定こども園の教育・保育施設と地域型保育事
業の適正な運営を支援する。

保育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

2
保幼小の連携の推
進

保育所（園）、幼稚園、小学校等が連絡を取り合える関係づくりを構築し支援す
る。各小学校区で作成する保幼小接続カリキュラムを活用して連携・交流を推進
する。

学校教育課 継続 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ

子ども
福祉課

新規 Ｂ Ｂ

保育課 新規 Ａ Ａ

4
保育士の確保と質
の向上

保育士の業務負担を軽減するために必要なＩＣＴシステムを導入するとともに、保
育士バンクを活用し、保育人材の確保に努める。また、市保育士研究会等で教
育・保育に関する研修を実施することで、保育士の質の向上を図る。

保育課 新規 Ｂ Ｂ

１　子どもが笑顔で育つまち　－　（１）子どもの成長を支える教育・保育の提供　-　②子育て支援事業の充実

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

5
乳幼児期における
読書活動事業

乳幼児期における本と出会う機会の充実を図るため、乳児を育む保護者に対し
て読書活動の重要性についての啓発、情報提供を行うことを趣旨としたブックス
タート事業を実施する。

図書館 継続 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ

6
子どもの読書活動
推進事業

子どもが自主的に読書に親しむ機会を提供するための環境づくりと、読書活動へ
の理解と関心を深める啓発、広報活動を実施する。

図書館 継続 Ａ Ａ Ａ Ｃ Ｃ

7
障害児保育事業の
充実

障がいがあってもより良い保育サービスを受けられるよう、内容の充実を図る。 保育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

8
保育カウンセラー事
業

気がかりな子どもへの専門的な理解を深め、障害児保育の推進とサポート支援
体制の確立を図るため保育カウンセラーを配置し、保育所（園）を巡回して保育
士、保護者への支援にあたる。

保育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

3
人権教育・保育の推
進

子どもの人権を尊重しながら個々の成長を支え、思いやりの心や豊かな人間性
が育まれるよう人権教育・保育を推進する。
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達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

１　子どもが笑顔で育つまち　－　（１）子どもの成長を支える教育・保育の提供　-　②子育て支援事業の充実＜続き＞

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

9
障害児通所支援事
業

障がいのある子どもに専門的な施設等において、日常生活における基本的な動
作の指導及び集団生活への適応訓練・支援を行う。

社会福祉課 継続 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

10
地域子育て支援拠
点事業

子どもや子育て中の親等が気軽に集える機会を提供し、子育てに関する相談・援
助・情報提供を行う。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ

11
保育所（園）等地域
活動事業

保育所（園）等において、地域や世代間とのつながりを深めるために幅広い活動
を行う。

保育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ

12
保育所（園）等の一
般開放

在宅児の親子に遊び場の提供や育児相談を実施する。 保育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ｂ

13 延長保育事業 保護者の保育時間のニーズに合わせて保育時間の延長を実施する。 保育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

14 休日保育事業
就業形態の多様化に対応するため、利用者のニーズの動向と保育体制整備を
踏まえながら、休日保育の実施について検討を進める。

保育課 継続 Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ Ｄ

15 乳児保育事業 保護者の就労条件等から産後８週からの入所を受け入れる。 保育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

16
病児・病後児保育事
業

保育所（園）に通所する児童等が病気、または病気の回復期に集団保育が困難
な期間、個別の保育を必要とする子どもを保育する。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

17
子育て短期支援事業
(ショートステイ)(トワイライ
トステイ)

保護者の疾病・出産・看護・事故・災害等で、児童の養育が困難になった場合一
時的に預かる。

子ども
福祉課

継続 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ

18 一時預かり事業
病気等の緊急時や就労等で一時的に家庭での保育が困難な場合、保育所（園）
等において一時的に子どもを預かり保育する。

保育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

19
すみずみ子育てサポート
事業の推進（施設型・派
遣型）

保護者が、疾病、事故、冠婚葬祭、就職活動、公的行事参加等で、家庭で一時
的に養育できない場合に、一時預かりや家事手伝い等を行う。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ
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達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

１　子どもが笑顔で育つまち　－　（１）子どもの成長を支える教育・保育の提供　-　②子育て支援事業の充実＜続き＞

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

20
ファミリー・サポート・
センター事業

ファミリー・サポート・センター（地域において子どもの預かりの援助を受けたい者と援助を
行いたい者からなる会員組織）を設立し、子どもの預かり等の援助活動を行う。
ニーズの高まりに応じて、事業形態等の実施方法について検討を進める。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ａ Ｄ Ｄ

21
ひとり親家庭等日常
生活支援事業

ひとり親家庭の親の一時的な病気や技能習得のための通学、就職活動、冠婚葬
祭等により、日常生活で困った時、育児や食事の世話等を行う家庭生活支援員
を派遣する。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ａ Ｄ Ｄ

22
民間保育園施設整
備補助事業

受入れ対象児童の拡大や保育サービス、保育環境を充実させるための施設整
備等に対して民間保育園へ補助する。

保育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ｄ Ｂ

23
児童福祉施設環境
整備事業

児童の大切な生命を預かっている保育所（園）等において、安全で長期間快適に
活動ができるように、施設の計画的な整備等を行う。

保育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

24 里親制度の推進
里親制度について広く住民に啓発し里親登録を推進するとともに、里親を支援し
ていく体制を整備する。

子ども
福祉課

継続 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ

25
公立保育園等管理
運営事業

少子化が進行する中、様々な政策や社会情勢の変化による多様な保育ニーズに
対応し効率的な運営をするために、公立保育園等の在り方を検討する。

保育課 新規 Ｂ Ｂ

１　子どもが笑顔で育つまち　－　（１）子どもの成長を支える教育・保育の提供　-　③就学後の教育・保育の充実

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

26
放課後児童クラブ事
業

昼間、保護者のいない小学生を学校等で放課後に預かり、健全で充実した生活
が送れるよう遊びの指導や生活指導等を行う。

保育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

27
放課後子ども教室
事業

放課後や週末等に、地域住民の参画を得て、学校・コミュニティセンター等を利用
し子どもの居場所づくりを行う。

生涯学習
スポーツ課

継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
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達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

１　子どもが笑顔で育つまち　－　（１）子どもの成長を支える教育・保育の提供　-　③就学後の教育・保育の充実＜続き＞

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

保育課 継続 Ｄ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ

生涯学習
スポーツ課

継続 Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

29 特別教育支援事業
心身に障がいのある子どもや気がかりな子どもの教育に関して、個に応じた教育
を受けられるよう支援する。

学校教育課 継続 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ

30 学級運営支援事業
障がいのある子どもや気がかりな子どもが安全・円滑に学校生活を過ごせるよ
う、必要に応じ支援員を配置する。

学校教育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

31
学校図書館支援事
業

学校図書館運営の充実のため、各学校に司書教諭を配置し、児童・生徒の読書
活動の推進を図る。

学校教育課 継続 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

32
地域ふれあい交流
事業

どろんこ教室等の体験学習を通し、子どもたちの交流、地域との交流、学校間の
交流を図る。

学校教育課 継続 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

33 わんぱく少年団事業
自然の中で行われる様々な活動を通して、生涯にわたって自然に親しみ、豊かな
人生を送るための基礎や手段を学び、健やかな心身を育成する。

生涯学習
スポーツ課

継続 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

34
スポーツ少年団事
業

多くの子どもたちにスポーツをすることの楽しさと喜びを与え、スポーツを通して
健やかな心身を育成する。

生涯学習
スポーツ課

継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

35
文化芸術による子ど
もの育成事業

小中学校において、芸術家の公演等を行うことで、子どもたちの優れた文化芸術
の創造に資することを目的とし、文化の担い手となる子どもたちの発想力やコミュ
ニケーション能力等を育成する。

文化課 継続 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ

36
人権啓発活動の推
進

思いやりの心や豊かな人間性が育まれるよう、あらゆる機会をとらえて、人権に
関する講座や啓発活動を行う。

総務課男女
共同参画
推進室

新規 Ｂ Ａ

28
「新・放課後子ども
総合プラン」の推進

国の「新・放課後子ども総合プラン」の推進に伴い、放課後児童クラブと放課後子
ども教室の一体的な提供を拡充する。
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達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

１　子どもが笑顔で育つまち　－　（２）子どもと母親の健康を支える保健・医療・食育の充実　-　①保健・医療の充実

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

37
母子(親子)健康手
帳の交付

母子（親子）健康手帳の交付を行い母子の健康管理に役立てる。また、交付と同
時に妊婦相談を実施する。

健康増進課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

38
母子保健推進員による
母子の健康づくり推進

母子の健康増進を図り、健康で明るい家庭づくりを推進する。 健康増進課 継続 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

39 妊婦健診の助成
妊娠期の健康管理のため、全妊婦に医療機関での健診受診費用について助成
する。

健康増進課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

40
特定不妊治療費の
助成

特定不妊治療に要する経済的負担を軽減することで不妊に悩む夫婦の妊娠・出
産を支援する。

健康増進課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

41
里帰り出産に対する妊
婦乳児健診の助成

里帰り出産に対し、県外医療機関での妊婦健診及び1か月児健診費用の助成を
実施する。

健康増進課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

42 乳幼児健診
総合的な健診を行い、疾病の早期発見及び乳幼児の健全育成や保護者への育
児支援を図る。また子どもにとって適切な生活習慣を確立できるよう、知識の普
及に努める。

健康増進課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

43
乳幼児歯科保健事
業

保護者に対し、乳歯の頃からの虫歯予防について知識の普及を図る。 健康増進課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

44 ５～６か月育児相談
離乳食の開始時期に合わせて実施し、乳児の成長発達を確認する。また、アン
ケートを実施し子育てについての不安解消に役立てる。

健康増進課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

45
発達相談(ひまわり
相談)

子どもの言葉遅れや情緒面での発達の不安等に対して小児科医等、専門スタッ
フが個別及び小集団教室において相談を受け、かかわり方について助言を行
い、必要時は専門機関へつなげる。

健康増進課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

46 予防接種の充実 感染症の予防及び蔓延を防ぐため予防接種法に基づき実施する。 健康増進課 継続 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ

47
任意予防接種の助
成

任意予防接種に対して助成することで、接種率を高め、感染症の予防及び蔓延
を防ぐ。

健康増進課 継続 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ａ
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達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

１　子どもが笑顔で育つまち　－　（２）子どもと母親の健康を支える保健・医療・食育の充実　-　①保健・医療の充実＜続き＞

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

保育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

学校教育課 継続 Ｂ Ｂ Ａ Ａ Ａ

49 医療機能の充実 高度な診療や治療に対応できる医療機器の導入及び更新を図る。 三国病院 継続 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ

50 緊急医療対策事業
地域内医療機関をはじめとする病院と一般診療所の連携、消防との連絡体制を
強化しながら、夜間・休日等の救急時の医療体制を確保する。

三国病院 拡充 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ

51
小児救急医療支援
事業

小児救急医療を担う機関に対し支援を行うことで、小児救急医療体制の充実を
図る。

健康増進課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

52 産後ケア事業
母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母自身がセルフケア能
力を育み、母子とその家族が健やかな育児ができるよう支援するために産後の
母と子のケアを充実する。

健康増進課 新規 Ａ Ａ

48
児童生徒健康管理
事業

保育所（園）、幼稚園等や小中学校において、健康観察や健康診断等を通して、
児童生徒の健康維持・増進に努める。
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達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

１　子どもが笑顔で育つまち　－　（２）子どもと母親の健康を支える保健・医療・食育の充実　-　②食育の推進

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

健康増進課 継続 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ

保育課 継続 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

農業振興課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

学校教育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

２　家庭が笑顔で育つまち　－　（１）家庭における子育て力の向上　-　①親育ちへの支援

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

54
パパママレッスン
（両親学級）

妊婦とその家族を対象として、妊娠中及び出産後の健康管理・育児について学
ぶ場や、妊婦同士・父親同士が交流を持つ場とする。

健康増進課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

55
妊婦・新生児・乳幼
児等訪問指導

妊婦・新生児・乳幼児等については早期支援が必要な者等を訪問する。産婦・乳
児については生後４か月までに連絡を取り家庭訪問を実施し、対象者の健康管
理、子育て支援を行う。

健康増進課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

56 離乳食相談
乳児期の食の特徴や大切さを伝え、離乳食を進めていく中で保護者の不安解消
ができるよう助言等を行う。

健康増進課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

57
栄養相談・栄養指導
の実施

子どもの成長や将来の生活習慣病予防の観点から、乳児期の栄養指導を保護
者も含めて各種保健事業やイベントで実施し、あわせて電話相談も行う。

健康増進課 継続 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ

58
心の家庭教育支援
事業

元保育士や元教員等、地域の子育て経験者による「坂井市家庭教育支援チーム」で、児童や保
護者相談会の開催、子育て情報に関する広報誌の発行等を行い、家庭教育力の向上を図る。ま
た、支援員のスキルアップとして、専門講師による家庭教育に関する相談対応の研修会を行う。

生涯学習
スポーツ課

継続 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

給食時間等の指導を通して子どもの健康、心の健全育成を図る。また、子どもが
より身近に実感を持って地域の自然、食文化、産業等についての理解を深め、食
べ物への感謝の気持ちを抱けるよう、地場産物の利用拡大を図る。保育所（園）
においては菜園活動を実施し、その収穫や調理を通して食に対する興味を育て
る。保護者に対しても食育の大切さを啓発する。

53 食育活動事業
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達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

２　家庭が笑顔で育つまち　－　（１）家庭における子育て力の向上　-　①親育ちへの支援＜続き＞

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

子ども
福祉課

継続 Ｂ

保育課 継続 Ｃ

60 思春期教室 小中学生を対象に、性教育や命の大切さについて学習する機会とする。 健康増進課 継続 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ

61
男女共同参画啓発
事業

固定的な性別役割分担を見直し、家事や育児等あらゆる面で男女の共同参加が
進むように、幼少期から大人まで出前講座等を通して意識啓発に努める。

総務課男女
共同参画
推進室

継続 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ

62
父親の子育て推進
事業

父親がより積極的に子育てにかかわるよう、啓発のためのパンフレット・小冊子を
配布し、意識の向上を図る。

健康増進課 継続 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ａ

63
坂井市地域子育て
世代交流活動事業

地域の親子及び３世代間交流活動を通して、子どもが健やかに育つことを目的と
する自主的団体の活動を支援する。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ｄ Ｄ Ｅ

64
子育てサークルへ
の支援

子育てをする親同士が、お互いに助け合うことができる子育てサークルの活動を
多面的に支援する。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ａ

２　家庭が笑顔で育つまち　－　（１）家庭における子育て力の向上　-　②相談体制の充実

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

65
ひとり親家庭等に対
する自立支援事業

母子・父子自立支援員を配置して、ひとり親家庭が抱える様々な相談に応じると
ともに、自立できるための支援を行う。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

66
子どもと女性に対す
る相談事業

家庭相談員と女性相談員を配置して情報を共有しながら、児童虐待やＤＶ被害等
の様々な相談に対応する。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

59 育児講座の開催 子育て支援センターや各保育所（園）等において、保護者や地域の人たちの参加
のもと、育児不安感を解消するために子育てに関する研修を行う。 ＢＡＡ Ｂ
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達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

２　家庭が笑顔で育つまち　－　（１）家庭における子育て力の向上　-　②相談体制の充実＜続き＞

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

67
子育てほっとメール
＆電話相談事業

妊娠・出産・育児の悩みに対する相談に対応する。 健康増進課 継続 Ａ Ａ Ｂ Ａ Ａ

68
＃8000子ども救急
医療電話相談

休日・夜間の急な子どもの病気にどう対処したらよいのか、病院の診療を受けた
ほうがいいのかなど判断に迷った時に、看護師が電話相談を行う。

健康増進課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

健康増進課 拡充 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

子ども
福祉課

拡充 Ａ Ａ Ａ Ａ

70
子ども家庭総合支
援拠点の設置

支援拠点に専門職員を配置し、子どもと家庭、妊産婦等を対象に、福祉に関し必
要な包括的・継続的な支援を行う。

子ども
福祉課

拡充 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

２　家庭が笑顔で育つまち　－　（１）家庭における子育て力の向上　-　③情報提供体制の充実

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

健康増進課 継続 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ

子ども
福祉課

追加 Ａ

保育課 継続 Ａ

ＢＢＢ

69
子育て世代包括支
援センターの充実

妊産婦及び乳幼児の実情を把握し、妊娠・出産・子育てに関する各種の相談に
応じ、支援プランの策定や、地域の保健医療又は福祉に関する機関との連絡調
整を行う。

71 情報発信の推進
ＩＣＴを活用して子育て世帯への情報発信や保護者や関係者との情報交換等を推
進する。

Ａ
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達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

２　家庭が笑顔で育つまち　－　（２）子育てと仕事の両立支援　-　①働き方の見直し・啓発

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

72
育児・介護休業制度
の周知啓発

福井労働局・県等が発行する制度周知のためのリーフレット等の窓口設置、制度
改正等の広報掲載、問い合わせ等への対応による周知をする。

商工労政課 継続 Ａ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

73
ワーク・ライフ・バラ
ンスの促進

仕事と仕事以外の子育てや介護、地域活動等をバランスよく調和させて暮らすことができる
よう、社会全体で働き方や家庭生活を見直すための意識啓発を行う。また、企業に向けて
も、父親が育児休業を取得しやすい職場風土作りへの取り組みを推進する。

総務課男女
共同参画
推進室

継続 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

２　家庭が笑顔で育つまち　－　（２）子育てと仕事の両立支援　-　②雇用の促進・就労の支援

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

74
職業訓練の周知・紹
介

県等が実施している能力開発講座のリーフレット等の窓口設置、問い合わせ等
への対応による周知をする。

商工労政課 継続 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ

75
男女共同参画に配慮した
雇用に関する啓発活動の
推進

男女雇用機会均等法に基づく制度に関するリーフレット等の窓口設置、制度改正
等の広報掲載、問い合わせ等への対応による周知をする。

商工労政課 継続 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ

76 求人情報の提供
ハローワークが毎週発行する求人情報を本庁ロビーや支所窓口等に掲示し、情
報提供する。

商工労政課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

77
産休・育休明けの円滑な
就労・再就職への支援

妊娠中・育休中から、職場復帰や求職活動の目処がつけられるよう、前年度中に
保育所入所手続きを実施する。

保育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

福祉総務課
福祉総合
相談室

新規 Ｂ Ｃ

子ども
福祉課

新規 Ａ Ａ

79
坂井市企業キャリア
支援事業補助金

坂井市内の企業において、非正規雇用労働者を正規雇用し転換した場合や育児
休業取得者を原職等に復帰させた事業者に対して支援する。

商工労政課 新規 Ｂ Ｂ

78
就労支援事業（生活
保護受給者等就労
自立促進事業）

労働局・ハローワークと坂井市（所管：福祉総合相談室）との協定等に基づく連携
を基盤に、ワンストップ型の就労支援体制を整備し、児童扶養手当受給者等を対
象に、就労による自立支援を図る。
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- 11 -

達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

２　家庭が笑顔で育つまち　－　（３）特別な支援を必要とする家庭への対応体制の整備　-　①専門的支援の充実

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

80
ひとり親家庭の自立支援
教育訓練給付金事業

雇用保険法による教育訓練給付を受給できないひとり親家庭の親が、指定教育
訓練を受講し、修了した場合に、経費の一部を支給する。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ａ Ｄ Ｄ

81
高等職業訓練促進
給付金等支給事業

経済的な自立を目指すひとり親に対して、専門的な資格取得のための修学期間
中における生活費を支援する。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ａ Ｃ Ｂ

82
日常生活用具給付
事業

在宅の障がいのある子どもに対し、日常生活が円滑に行われるよう、日常生活
用具の給付や貸与を実施する。

社会福祉課 継続 Ａ Ｂ Ｂ Ａ Ａ

83 補装具費支給事業
身体の失われた部分や障がいのある部分を補って、日常生活や働くことを容易
にする用具の交付や、修理等を行う。

社会福祉課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

84
特別支援教育就学
援助事業

小学校・中学校の特別支援学級に在籍する児童・生徒の保護者の経済的負担を
軽減するため、学校必要経費の一部を補助する。

学校教育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

85
日中一時支援事業(地
域生活支援事業)

日中、障がいのある子どもを一時的に預かることにより、日中の活動の場を確保
し、家族の就労支援及び介護の一時的軽減を図る。

社会福祉課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

86
相談支援事業(地域
生活支援事業）

障がいのある子ども、その保護者、介護者等からの相談に応じ、福祉サービスの
利用援助、必要な情報提供の支援を行う。

社会福祉課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

87
特別支援学校通学
事業

坂井市内から特別支援学校に通学する児童生徒に対して通学バスを運行し、就
学支援を行う。

社会福祉課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

健康増進課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

子ども
福祉課

継続 Ｂ Ｂ Ｂ Ａ Ａ

学校教育課 継続 Ａ Ｂ Ａ Ａ Ａ

88
気になる子のフォ
ロー体制の充実

保育所（園）等、幼稚園、小学校、中学校へと切れ目なくつながる、保健・医療・福
祉・教育の連携による子どものフォロー体制の構築に努める。
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- 12 -

達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

２　家庭が笑顔で育つまち　－　（３）特別な支援を必要とする家庭への対応体制の整備　-　①専門的支援の充実＜続き＞

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

社会福祉課 継続 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ

健康増進課 継続 Ｄ Ｃ Ｂ Ｂ

子ども
福祉課

継続 Ｃ

保育課 継続 Ａ

学校教育課 継続 Ｃ Ａ Ａ Ａ

福祉総務課
福祉総合
相談室

新規 Ｃ Ｃ

子ども
福祉課

新規 Ｂ Ｂ

90 子どもの貧困対策 すべての子どもが夢や希望を持ち成長していけるよう、教育支援・生活支援・保
護者の就労支援・経済的支援等、包括的に実施する。

89
医療的ケア児の支
援に向けた連携体
制の構築

医療的ケア児とその家族を地域で支えられるよう保健・医療・福祉・教育等の関
係機関が地域の課題や対応策について協議の場を設け、連携体制の構築を図
る。

ＢＢ Ｂ
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達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

２　家庭が笑顔で育つまち　－　（３）特別な支援を必要とする家庭への対応体制の整備　-　①専門的支援の充実＜続き＞

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

福祉総務課 新規 Ｂ Ｂ

社会福祉課 新規 Ｃ Ｂ

高齢福祉課 新規 Ｂ Ｂ

健康増進課 新規 Ｂ Ｂ

子ども
福祉課

新規 Ｂ Ｂ

保育課 新規 Ａ Ａ

市民生活課 新規 Ａ Ａ

保険年金課 新規 Ａ Ａ

92
生活困窮者自立支
援事業

生活と就労に関する支援員を配置しワンストップ型の相談窓口と情報とサービス
の拠点とするほか、就労準備支援事業、家計改善支援事業、子どもの学習支援
事業等を実施する。

福祉総務課
福祉総合
相談室

新規 Ｃ Ｂ

93
外国籍の子の保育
環境の充実

日本語がほとんど話せない保護者や園児を保育園で受け入れた際、コミュニ
ケーションがとれるよう体制の充実を図る。

保育課 新規 Ｂ Ｂ

91
多機関の協働によ
る包括的支援体制
構築事業

坂井市における「地域共生社会」の実現に向け、世帯全体の複合化・複雑化した
課題を受け止める総合的な相談支援体制作りを推進する。
多機関がかかわる体制を構築することで、制度の狭間に陥ることがないような支
援体制を構築する。
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- 14 -

達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

２　家庭が笑顔で育つまち　－　（３）特別な支援を必要とする家庭への対応体制の整備　-　②虐待防止への支援

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

94
民生委員児童員活
動

地域の子どもを取り巻く環境を日頃から把握し、支援が必要な場合は、関係機関
に報告して見守りをする。特に主任児童委員は学校・保育所（園）・児童館等を訪
問や連携を図り、民生委員児童委員と協働して必要な支援を行う。

社会福祉課 継続 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

95
要保護児童対策地
域協議会の充実

児童虐待をはじめとした要保護児童の早期発見、早期対応が円滑に行えるよう、
児童相談所や教育機関・保育所（園）・保健センター・警察等の関係機関が連携
し、支援体制の充実を図る。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ

２　家庭が笑顔で育つまち　－　（４）経済的支援の充実　-　①各種手当の充実

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

96 児童手当給付事業
中学校３年生までの児童を養育している方に手当てを支給することにより、家庭
生活の安定と児童の健全育成及び資質の向上を図る。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

97
重症心身障害児（者）福
祉手当支給事業

身体障害者手帳２級以上等の在宅の障がいのある子ども（人）の保護者で、特別
児童扶養手当や障害児福祉手当を受給できない児童を介護する方に支給する。

社会福祉課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

98
障害児福祉手当支
給事業

身体または知的発達の重度障がいのため、日常生活において常時介護を必要と
する在宅の20歳未満の方に支給する。

社会福祉課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

99
特別児童扶養手当
支給事業

身体または知的発達に障がいのある20歳未満の児童を監護する父や母、もしく
は養育者に国が支給する。

社会福祉課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

100
児童扶養手当支給
事業

ひとり親家庭の親に対し、児童扶養手当を支給する。
子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ

２　家庭が笑顔で育つまち　－　（４）経済的支援の充実　-　②医療費助成の充実

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

101
子ども医療費助成
事業

中学校３年生までの児童の健康の維持と経済的な負担を軽減するため、医療保
険の自己負担分（保険適用分）を助成する。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
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- 15 -

達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

２　家庭が笑顔で育つまち　－　（４）経済的支援の充実　-　②医療費助成の充実＜続き＞

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

102 養育医療給付事業
身体の発達が未熟なまま生まれ入院を必要とする乳児に対し、指定養育医療機
関において、医療の給付または医療に要する費用を支給し、出生時の健康の保
持を図る。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

103
重度障害者（児）医
療費助成事業

重度の障がいのある子ども（人）の健康の維持と経済的な負担を軽減するため、
医療保険の自己負担分（保険適用分）を助成する。

社会福祉課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

104
自立支援医療費支給事
業（育成医療費支給事
業）

身体に障がいのあるかまたは現疾患を放置すると将来一定の障がいが残ると認められる子ども
に対し、手術等の治療等によりその症状が軽くなり日常生活が容易にできるようになると認めら
れる場合に、経済的負担を軽減するためその治療に要する費用の一部を助成する。

社会福祉課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

105
ひとり親家庭等への
医療費助成事業

ひとり親家庭等を対象に、健康の維持と経済的な負担を軽減するため、医療保
険の自己負担分（保険適用分）を助成する。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

２　家庭が笑顔で育つまち　－　（４）経済的支援の充実　-　③経済的負担の軽減

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

106 保育料の負担軽減
保育所（園）に同一世帯から２人以上の乳幼児が入所している場合や入所児童
が第３子以降の場合、また低所得の母子世帯等の保育料を軽減する。

保育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

107
児童・生徒就学援助
事業

経済的理由により就学が困難な児童・生徒に対する必要な援助を行い、義務教
育の円滑な実施を図る。

学校教育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

108
子育てすくすく支援
商品券支給事業

多子世帯における経済的負担の軽減、市内事業者や商店の経済活性化を図る。
子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

109
交通災害等遺児就学支
度金支給事業

小・中学校及び高等学校等に就学予定の児童を扶養するひとり親家庭に対して
申請に基づき支給する。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ａ Ｃ Ｄ

110
交通遺児救援金支
給事業

生計を一にしていた父、母または未成年後見人を交通災害で失った、義務教育
就学中の児童または生徒に救援金を支給する。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ
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- 16 -

達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

２　家庭が笑顔で育つまち　－　（４）経済的支援の充実　-　③経済的負担の軽減＜続き＞

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

111
ひとり親・寡婦福祉
資金貸付事業

ひとり親家庭や寡婦の経済的自立や、扶養している子どもの福祉増進のために
必要な資金の貸付を行う。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ｄ Ｄ Ｄ

112
ひとり親家庭等の子育
て安心プラン事業

ひとり親家庭等の経済的負担を軽減し、安心して子育てができる環境づくりを推
進する。

子ども
福祉課

新規 Ｂ Ｂ

113
給食材料費補助事
業

私立の保育園、認定こども園、未移行幼稚園及び国立大学法人附属幼稚園に在
園する満3歳以上の児童の給食費を補助する。

保育課 新規 Ａ Ａ

３　地域が笑顔で育つまち　－　（１）安心・安全のまちづくり　-　①施設等の環境整備

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

114 児童館活動事業
現在児童館で実施している放課後児童クラブを閉園となった幼稚園舎へ移動す
ることにより、児童館機能の充実を図る。

保育課 継続 Ｃ Ｃ Ｃ Ｃ Ｂ

115
集会等施設整備へ
の助成

コミュニティ活動を目的とした集会施設等の増改築及び修繕に関する経費に対
し、補助金を交付する。

まちづくり
推進課

継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

116
スポーツ施設の整
備

子どもを含むあらゆる市民が安全で快適に使用できるよう、体育館や運動公園
等スポーツ施設の整備を計画的に進める。

生涯学習
スポーツ課

継続 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

117 公園維持管理 市が管理する公園の遊具等を点検し、危険箇所の補修を行う。 都市計画課 継続 Ｃ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

118
児童小遊園地遊具
整備補助事業

児童に健全な遊び場を与えることで体力の増進と情操の高揚を図るため、各行
政区の公園の遊具設置に対して補助金を交付する。

子ども
福祉課

継続 Ａ Ａ Ｄ Ａ Ａ

119
児童小遊園地遊具設備
修繕助成事業

各行政区に設置されている遊具の修繕に対して助成金を交付する。
社会福祉
協議会

継続 Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ
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- 17 -

達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

３　地域が笑顔で育つまち　－　（１）安心・安全のまちづくり　-　①施設等の環境整備＜続き＞

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

120
危険箇所の点検及
び補修

市道の危険箇所を点検し、危険箇所の補修に努める。 建設課 継続 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

121 歩道整備
子どもと一緒でも安全に安心して歩行できるように、段差をなくしたりすることでバ
リアフリー化を目指し、歩道の整備を進める。

建設課 継続 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

122 防犯灯設置事業
各行政区が犯罪、非行及び事故等の発生防止のために実施する防犯灯設置事
業に対し、補助金を交付する。

安全対策課 継続 Ａ Ａ Ａ Ｂ Ｂ

３　地域が笑顔で育つまち　－　（１）安心・安全のまちづくり　-　②犯罪や事故等の防止・啓発

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

123 交通安全施設整備
市が管理する道路に区画線、転落防止柵、視線誘導標を設置する等、交通安全
施設整備に取り組む。

建設課 継続 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

124
安全安心まちづくり
事業

市民が安全で安心して暮らすことができるまちづくりのため、安全に関する知識
の普及及び情報の提供その他市民及び事業者に対する啓発活動を行うととも
に、安全に関する教育の充実を図る。

安全対策課 継続 Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ｂ

125
交通安全教室の実
施

子ども、児童が被害者となる交通重大事故防止のため、小学校での自転車教室
及び保育所（園）・幼稚園・小学校等での交通教室等を実施し、児童・園児及びそ
の保護者の交通安全意識向上を図る。

安全対策課 継続 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ

126
交通安全図画ポスター
コンクールの実施

交通事故のない安全で安心なまちを目指し、児童の交通事故の防止意識の向上
を図るため、市内の小学生を対象に交通安全図画ポスターコンクールを実施す
る。

安全対策課 継続 Ｂ Ｂ Ａ Ｂ Ｂ

127 交通指導員の配置
朝や薄暮時の街頭指導・巡回広報パトロールを通じて声掛けを実施することによ
り、子どもを含めた住民の交通事故防止を図る。

安全対策課 継続 Ｃ Ｃ Ａ Ｂ Ｂ

128
防犯パトロールの実
施

子どもへの声掛け事案等の犯罪を未然に防ぐため、市内の拠点を中心に防犯パ
トロールを実施する。

安全対策課 継続 Ｃ Ｃ Ａ Ｃ Ｃ
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- 18 -

達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

３　地域が笑顔で育つまち　－　（１）安心・安全のまちづくり　-　②犯罪や事故等の防止・啓発＜続き＞

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

保育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ｂ

学校教育課 継続 Ｃ Ａ Ａ Ａ

130 愛護センター事業
補導員による街頭指導・少年相談・学校周辺及び通学路付近の警戒並びに青色回転灯に
よる見守り活動・不審者対策巡回活動等を行い、青少年の健全な育成を図る。また、公共
施設等に白いポストを設置し、青少年の健全育成に適切でない図書等を回収・廃棄する。

生涯学習
スポーツ課

継続 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

131
情報モラル教育の
実施

小・中学校において、インターネットやスマートフォン等の利用に関して子どもたちがその危険性を理解し
正しい利用方法を実践できるよう、警察や関係機関と連携し、授業や講座を実施する。また、ネット依存
防止のため、子どもたちがスマートフォン等の利用に関してルールをつくり、家庭で積極的に守ることを目
的とした「Three（スリー）ルール 運動」を推進する。

学校教育課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

３　地域が笑顔で育つまち　－　（２）市民ネットワークの形成　-　①世代を超えた市民の交流の場の充実

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

132 学校施設の開放
市民の交流活動のために学校施設を開放することで、地域に開かれた学校を目
指すとともに、施設の利活用を図る。

教育総務課 継続 Ａ Ａ Ａ Ａ Ａ

133 子ども会育成事業
坂井市子ども会育成連絡協議会を事業主体として、子ども会活動を通して子ども
の健全育成を図る。

生涯学習
スポーツ課

継続 Ａ Ａ Ｂ Ｂ Ｂ

134
社会教育団体育成
事業

社会教育団体の自主的で健全な活動を積極的に促進するため、補助金を交付
し、社会教育の発展及び市民の自主的な社会教育活動を支援する。

生涯学習
スポーツ課

継続 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

135
青少年健全育成事
業

坂井市青少年育成坂井市民会議を中心として、広く市民の総意を結集し、次代を
担う青少年の健全な育成を図るため、見守り活動啓発運動や、心の教育講演会
を開催する。

生涯学習
スポーツ課

継続 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

136
協働のまちづくり事
業への助成

市民と行政による協働のまちづくりを推進するため、コミュニティセンターを拠点に、地域住
民が主体となって“住みよい愛着と誇りの持てる地域づくり”に取り組んでいる「まちづくり協
議会」の運営や活動に対し、財政的な支援、情報発信等を行う。

まちづくり
推進課

拡充 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ Ａ

129 不審者対策 保育所（園）・幼稚園・学校等において防犯訓練を実施し不測の事態に備える。ま
た職員を対象に予防や防護策を学ぶための講習会を開催する。 Ｃ
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達成度「Ａ：80～100％　Ｂ：60～79％　Ｃ：20～59％　Ｄ：0～19％　Ｅ：事業完了・終了」

子ども・子育て支援事業計画　第４章「基本施策の展開」　点検・評価比較表
　【第1期計画（Ｈ29・30・Ｒ1）、第2期計画（Ｒ2・3）】

３　地域が笑顔で育つまち　－　（２）市民ネットワークの形成　-　①世代を超えた市民の交流の場の充実＜続き＞

番号 事業名 事業内容 担当課 区分 Ｈ29 Ｈ30 Ｒ1 Ｒ2 Ｒ3

まちづくり
推進課

継続 Ａ Ａ

生涯学習ス
ポーツ課

継続 Ｂ Ａ Ａ Ａ Ｃ

福祉総務課 新規 Ｂ Ｃ

社会福祉課 新規 Ｃ Ｃ

子ども
福祉課

追加 Ａ Ａ

138
地域との交流の推
進

子ども食堂を始め、様々な世代が交流できる事業等、ネットワークの形成となる
ような地域活動の支援を進める。

137
社会教育・生涯学習
事業

実生活に即した教育、学術及び文化に関する事業を行っていくことで、区域内住
民の教養の向上・健康の増進等を図り、生活文化の振興と社会福祉の増進を進
める。
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